
佐賀市役所本庁舎エレベーター内広告掲示取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、佐賀市広告掲示取扱要綱（以下「要綱」という。）及び佐賀市広告掲 

 載基準（以下「基準」という）の規定に定めるもののほか、佐賀市役所本庁舎エレベー 

 ター内に掲示する広告に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（規制業種又は事業者） 

第２条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲示しない。 

（１）たばこにかかるもの 

（２）酒類にかかるもの 

（３）占い、運勢判断等に関するもの 

（４）興信所、探偵事務所等に関係するもの 

（５）法律の定めない医業類似行為を行うもの 

ア 手技療法（整体・カイロプラクティック・オステオパシー等） 

イ 精神療法（自律訓練法・催眠術等） 

ウ 電気療法（野一色蒸熱発電療法・三種発電治療器・バイブレーター・ローリング 

ベッド等） 

エ 光線療法（紫外線療法・赤外線療法等） 

オ 温熱療法（温湿布療法・蒸熱療法ホットパック・HS 式無熱高周波療法等） 

カ 刺激療法（イトオテルミー・紅療法等） 

キ その他上記に類するもの 

（６）行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの 

（７）その他掲示することが不適当と市⾧が認めるもの 

 

（掲示を承認しない広告） 

第３条 次の各号に定めるものは、掲示しない。 

（１）消費者被害を未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの 

（２）青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当す 

るもの 

ア 暴力や犯罪を肯定し助⾧するような表現 

イ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの 

ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現 

エ ギャンブル等を肯定するもの 

オ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの 

カ その他上記に類するもの 



 

（広告掲示料等） 

第４条 広告掲示料のほか、必要となる事項は別表のとおりとする。 

 

（広告掲示の募集方法） 

第５条 広告主の募集は、佐賀市ホームページ、市報等を利用して行う。 

 

（広告掲示の申込み） 

第６条 広告主は、佐賀市役所本庁エレベーター内広告掲示申請書（様式第１号）に掲示 

しようとする広告の原稿及びそれに伴う資料を添えて、提出しなければならない。 

２ 広告のデザイン等広告の作成及び申込みに要する費用は、申込者の負担とする。 

 

（広告掲示の決定） 

第７条 市⾧は、前条第１項の規定による広告掲示の申込みがあったときは、速やかに審 

査し、原則として申込み順で決定するものとする。 

２ 市⾧は、前項の場合において、同日に申込者が複数あるときは、次の順位により広告 

の掲示を決定するものとする。 

第１順位 法人又は事業を営む個人であって市内に事業所等を有する申込者の広告 

第２順位 法人又は事業を営む個人であって市内に事業所等を有しない申込者の広告 

第３順位 第１順位及び第２順位に該当しない申込者の広告 

３ 前項の規定によっても広告の掲載を決定することができない場合は、抽選によりこれ 

を決定するものとする。 

４ 市⾧は、前項の規定によって広告の掲示を決定したときは、佐賀市役所本庁エレベー 

ター内掲示決定通知書（様式第２号）を広告主に送付するものとする。 

 

（広告内容の承認等） 

第８条 広告主は、市⾧が指定する期日までに、広告主の責任及び負担において広告用ポ 

スター等（以下「ポスター等」という。）を作成の上、市へ提出して承認を受けるものと 

する。 

２ 市⾧は、提出されたポスター等について、掲示することが適当でないと認められてい 

るときは、広告主に対して内容等の変更を求めることができる。 

３ 市⾧は、前項の規定により広告の内容等の変更を求めても、広告主が応じない場合は、 

広告を不掲載とすることができる。 

 

（広告掲示料の納付） 

第９条 前条の規定により承認を受けた広告主は、市⾧が指定する期日までに、市⾧が指 



定する方法で広告掲示料を一括前納しなければならない。ただし、相手方から支払い方法

について要望があった場合は、協議の上決定する。 

 

（広告掲示の取消し等） 

第１０条 市⾧は、指定する期日までは広告主が広告掲示料を納付しなかったときは、広 

告の掲示を取り消すことができる。 

２ 広告主が、広告の掲示期間中に、基準の３及びこの要領第２条に定める業種又は事業 

者に該当することとなった場合は、広告の掲示を取り消すことができる。 

３ 広告主は、前２項の規定により広告の掲示を取り消されたときは、当該取消しにより 

生じた損害を請求することはできない。 

 

（広告主の責務） 

第１１条 広告主は、掲示した広告の内容について、一切の責任を負うものとする。 

２ 広告主は、第三者の権利の侵害、財産権の不適切な処理及び第三者に不利益を与える 

行為その他の不正の行為を行ってはならない。 

３ 広告主は、広告の掲示により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担に 

おいてこれを解決しなければならない。 

４ 広告主は、広告の掲示の権利を譲渡してはならない。 

 

（広告掲示料の返還） 

第１２条 納付された広告掲示料は返還しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由に 

より、広告を掲載することができなかった場合は、その全部又は一部を返還することが 

できる。 

２ 前項ただし書の規定により返還する広告掲示料には、利子を付けない。 

 

（その他） 

第１３条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成２７年１月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



別表（第４条関係） 

広告掲示料 

５，０００円／基・月 

※別途消費税額及び地方消費税額を加算する。 

※広告掲示料の他に、別に定める普通財産貸付料算定基準により算出した行

政財産目的外使用料を徴収する。 

掲示期間 

１か月単位とし、最⾧、掲示期間の開始日の属する年度の末日（３月３１

日）までとする。 

※原則として当該広告年度内の掲示とし、継続掲示はしない。ただし、次の

掲示希望者がいなければ、新規希望者として連続して受付できる。この場合

の行政財産目的外使用料は、新規の使用として算出する。 

※掲示期間内は、掲示物を変更できる。ただし、変更予定日の２週間前まで

には、新たな掲示物を財産活用課まで提出し、第３条の規程に適合している

か承認を受けること。 

掲示箇所 佐賀市役所本庁舎エレベーター内掲示区画 

広告区画 
（タテ）５７０mm（ヨコ）７８０mm（Ｂ２横の印刷物が収まる大きさ。）

外周の内側にそれぞれ１２mm のフレームがあります。 

掲示方法 ポスター等の掲示 

費用負担 
広告の制作並びに設置及び撤去に係る経費は、広告主の負担とする。 

※撤去後に糊跡等が残らないようにする。 

 


